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秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
一
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

略

第
一
章
・
第
二
章

略

第
三
章

収
入

第
三
章

収
入

第
一
節
・
第
二
節

略

第
一
節
・
第
二
節

略

第
三
節

公
金

の
徴
収
又
は
収
納
の
委
託
（
第
七
十
二
条

第
三
節

私
人
に
対
す
る
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
委
託
（
第
七
十
二
条

―
第
七
十
六
条
の
二
）

―
第
七
十
六
条

）

第
四
節
・
第
五
節

略

第
四
節
・
第
五
節

略

第
四
章

支
出

第
四
章

支
出

第
一
節

略

第
一
節

略

第
二
節

公
金
の
支
出
の
委
託

（
第
百
三
条
―
第
百
九
条
）

第
二
節

支
出
事
務
の
私
人
委
託
（
第
百
三
条
―
第
百
九
条
）

第
三
節
～
第
六
節

略

第
三
節
～
第
六
節

略

第
五
章
～
第
十
九
章

略

第
五
章
～
第
十
九
章

略

附
則

附
則

（
会
計
管
理
者
事
務
の
専
決
）

（
会
計
管
理
者
事
務
の
専
決
）

第
十
条

会
計
管
理
者
の
事
務
の
う
ち
、
会
計
課
長
又
は
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー

第
十
条

会
計
管
理
者
の
事
務
の
う
ち
、
会
計
課
長
又
は
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー

長
の
専
決
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
異
な
事
項

長
の
専
決
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
異
な
事
項

に
あ
つ
て
は
、
会
計
管
理
者
の
決
裁
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
あ
つ
て
は
、
会
計
管
理
者
の
決
裁
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

会
計
課
長
の
専
決
事
項

一

会
計
課
長
の
専
決
事
項

㈠
・
㈡

略

㈠
・
㈡

略
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㈢

資
金
前
渡
、
概
算
払
及
び
公
金
の
支
出
の
委
託

の
精
算
に
関
す
る

㈢

資
金
前
渡
、
概
算
払
及
び
支
出
事
務
の
私
人
委
託
の
精
算
に
関
す
る

こ
と
（
次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

こ
と
（
次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

㈣
～
㈥

略

㈣
～
㈥

略

二

略

二

略

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
管
理
者
の
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
管
理
者
の
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

事
務
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
会
計
課
又
は
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
副
出

事
務
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
会
計
課
又
は
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
副
出

納
員
（
当
該
事
務
を
担
当
す
る
副
出
納
員
が
二
人
以
上
置
か
れ
て
い
る
場
合

納
員
（
当
該
事
務
を
担
当
す
る
副
出
納
員
が
二
人
以
上
置
か
れ
て
い
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
が
指
定
す
る
副
出
納
員
）
が
専
決
す
る
。

に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
が
指
定
す
る
副
出
納
員
）
が
専
決
す
る
。

一

略

一

略

二

資
金
前
渡
、
概
算
払
及
び
公
金
の
支
出
の
委
託

の
精
算
に
関
す
る
こ

二

資
金
前
渡
、
概
算
払
及
び
支
出
事
務
の
私
人
委
託
の
精
算
に
関
す
る
こ

と
（
前
号
に
掲
げ
る
出
納
執
行
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

と
（
前
号
に
掲
げ
る
出
納
執
行
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

三

略

三

略

第
三
節

公
金

の
徴
収
又
は
収
納
の
委
託

第
三
節

私
人
に
対
す
る
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
委
託

（
公
金
の
徴
収
又
は
収
納
に
関
す
る
事
務
取
扱
者
の
指
定
）

（
私
人
に
対
す
る
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
委
託
）

第
七
十
二
条

知
事
は
、
税
外
収
入
金
の
徴
収
又
は
税
外
収
入
金
等
（
法
第
二

第
七
十
二
条

令
第
百
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
私
人
に
対
し
歳
入
の
徴
収
又

百
三
十
一
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
歳
入
等
の
う
ち
、
県
税
を
除
く
も
の
を

は
収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

い
う
。
第
七
十
六
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
納
に
関
す
る
事
務
に
つ

す
る
。

い
て
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と

一

徴
収
事
務
の
委
託

す
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
計
管
理
者
に
協
議
す
る
も

㈠

美
術
館
美
術
展
示
室
入
場
料

の
と
す
る
。

㈡

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
使
用
料

㈢

自
然
公
園
施
設
使
用
料

㈣

空
港
駐
車
場
駐
車
料
金

㈤

体
育
館
使
用
料
、
ス
ケ
ー
ト
場
使
用
料
、
野
球
場
使
用
料
、
運
動
広

場
使
用
料
、
総
合
プ
ー
ル
使
用
料
、
総
合
射
撃
場
使
用
料
、
田
沢
湖
ス

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
使
用
料
及
び
武
道
館
使
用
料

㈥

社
会
福
祉
会
館
使
用
料

㈦

総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
使
用
料
及
び
手
数
料

㈧

パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
手
数
料

㈨

南
部
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
使
用
料
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㈩

地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
金

十
和
田
湖
公
共
下
水
道
使
用
料

近
代
美
術
館
入
場
料

マ
リ
ー
ナ
施
設
使
用
料

森
林
学
習
交
流
館
使
用
料

都
市
公
園
施
設
使
用
料

中
央
地
区
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
使
用
料

青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
料

北
部
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
使
用
料

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
使
用
料

ゆ
と
り
生
活
創
造
セ
ン
タ
ー
使
用
料

保
育
士
登
録
申
請
手
数
料
、
保
育
士
登
録
証
の
書
換
え
交
付
申
請
手

数
料
及
び
保
育
士
登
録
証
の
再
交
付
申
請
手
数
料

秋
田
県
介
護
保
険
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県

条
例
第
二
十
八
号
）
別
表
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
十
七
号

か
ら
第
二
十
号
ま
で
の
手
数
料

二

収
納
事
務
の
委
託

㈠

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
、
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
及
び
寡
婦
福
祉
資

金
貸
付
金
の
償
還

㈡

豪
雪
被
害
施
設
等
復
旧
資
金
貸
付
金
の
償
還

㈢

沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
金
の
償
還

㈣

農
業
改
良
資
金
貸
付
金
の
償
還

㈤

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
金
の
償
還

㈥

県
営
住
宅
使
用
料
及
び
入
居
者
敷
金
並
び
に
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用

料

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
事
務
を
私
人
に
委
託
し
た
と
き
の
公
表
は
、
納

入
義
務
者
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
し
、
収
納
事
務
を
私

人
に
委
託
し
た
と
き
の
公
表
は
、
納
入
義
務
者
に
私
人
委
託
通
知
書
に
よ
り

通
知
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
身
分
証
明
書
）

（
委
託
契
約
）

第
七
十
三
条

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示

第
七
十
三
条

納
入
通
知
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納

す
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

事
務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
託
を
受
け
よ
う
と
す
る
私
人
（
以

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
と
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
納
入
通
知
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
次
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
出
納
機
関
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
託
者
の
住
所
及
び
氏
名

二

歳
入
の
種
類
及
び
金
額

三

委
託
期
間

四

収
納
金
の
払
込
方
法

五

担
保
及
び
賠
償
責
任

六

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

２

納
入
通
知
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
委
託

者
が
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
事
務
の
執
行
に
際
し
受
託
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
た
め
提
示
す
る
歳
入
の
徴
収
（
収
納
）
事
務
委
託
証
明
書
（
様
式
第
四

号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
徴
収
受
託
者
の
徴
収
の
手
続
）

（
受
託
者
の
徴
収
及
び
収
納
の
手
続
）

第
七
十
四
条

徴
収
受
託
者
（
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定

第
七
十
四
条

徴
収
を
委
託
さ
れ
た
受
託
者
は
、
当
該
歳
入
を
徴
収
し
よ
う
と

す
る
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
税
外
収
入
金
を

す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
調
定
し
、
徴
収
整
理
簿
を
記
載
し
、
納
入
義
務
者
に

徴
収
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
調
定
し
、
徴
収
整
理
簿
を
記
載
し
、

対
し
納
入
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

納
入
義
務
者
に
対
し
納
入
の
通
知
（
そ
の
性
質
上
納
入
の
通
知
を
必
要
と
し

２

受
託
者
は
、
当
該
歳
入
を
収
納
し
た
と
き
は
、
納
入
義
務
者
に
対
し
現
金

な
い
税
外
収
入
金
に
あ
つ
て
は
、
徴
収
受
託
者
が
定
め
る
方
法
に
よ
る
。
）

領
収
印
（
様
式
第
五
号
）
を
押
し
た
領
収
書
を
交
付
す
る
と
と
も
に
直
ち
に

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
金
出
納
簿
に
記
載
し
、
収
入
金
払
込
書
に
収
納
現
金
を
添
え
て
税
外
収
入

２

徴
収
受
託
者
は
、
当
該
税
外
収
入
金
を
徴
収
し
た
と
き
は
、
納
入
義
務
者

金
取
扱
金
融
機
関
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
必

に
対
し
現
金
領
収
印
（
様
式
第
五
号
）
を
押
し
た
領
収
書
を
交
付
し
な
け
れ

要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
現
金
領
収
印
（
様
式
第
五
号
）
を
押
し
た
領

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
現
金
領

収
書
に
代
え
て
、
受
託
者
で
あ
る
旨
を
明
示
し
た
領
収
書
を
納
入
義
務
者
に

収
印
（
様
式
第
五
号
）
を
押
し
た
領
収
書
に
代
え
、
徴
収
受
託
者
が
定
め
る

対
し
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
徴
収
受
託
者
は
速
や
か
に
現
金
出
納
簿
（
当
該
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現
金
出
納
簿
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
百

六
条
及
び
第
百
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
徴
収
受
託
者
の
払
込
み
の
手
続
）

（
受
託
者
の
賠
償
責
任
）

第
七
十
五
条

徴
収
受
託
者
は
、
徴
収
し
た
税
外
収
入
金
を
、
知
事
が
別
に
定

第
七
十
五
条

受
託
者
は
、
収
納
し
た
現
金
を
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
亡
失
し

め
る
方
法
に
よ
り
、
知
事
が
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
そ
の
内
容
を
示
す
計
算

た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
（
当
該
計
算
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含

む
。
）
を
添
え
て
、
税
外
収
入
金
取
扱
金
融
機
関
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
報
告
）

（
計
算
報
告
）

第
七
十
六
条

徴
収
受
託
者
は
、
契
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
徴
収

第
七
十
六
条

受
託
者

は
、
契
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
徴
収

し
た
税
外
収
入
金

の
内
容
を
示
す
書
類
を

し
、
又
は
収
納
し
た
歳
入
の
内
容
を
示
す
そ
の
月
分
の
計
算
書
及
び
関
係
証

翌
月
五
日
（
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ

拠
書
類
を
作
成
し
、
翌
月
五
日
（
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
知
事
が
指
定
す
る
日
）
ま
で
に
納
入
通
知
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば

い
て
は
、
知
事
が
指
定
す
る
日
）
ま
で
に
納
入
通
知
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

納
入
通
知
者
は
、
徴
収
受
託
者

か
ら
前
項
の
書
類

２

納
入
通
知
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
者
か
ら
計
算
書
及
び
関
係
証

の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
な
け
れ
ば

拠
書
類
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
徴
収
委
託
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

徴
収
し
た
歳
入
に
つ
い
て
第
四
十
二
条
（
税
外
収
入
金
の
調
定
）
第
二

は
、
徴
収
し
た
歳
入
に
つ
い
て
第
四
十
二
条
（
税
外
収
入
金
の
調
定
）
第
二

項
の
規
定
の
例
に
よ
り
調
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
の
規
定
の
例
に
よ
り
調
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
七
十
六
条
の
二

第
七
十
四
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
七
十
五
条
並
び

に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
の
規
定
は
、
収
納
受
託
者
（
法
第
二
百
四

十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
う
ち
、
税

外
収
入
金
等
の
収
納
に
関
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
が
税

外
収
入
金
等
を
収
納
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
支
出
の
原
則
）

（
支
出
の
原
則
）
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第
八
十
七
条

支
出
命
令
者
は
、
支
出
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
債
務

第
八
十
七
条

支
出
命
令
者
は
、
支
出
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
債
務

が
確
定
し
た
後
に
お
い
て
債
権
者
の
請
求
書
（
旅
費
の
支
出
に
係
る
も
の
に

が
確
定
し
た
後
に
お
い
て
債
権
者
の
請
求
書
（
旅
費
の
支
出
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
旅
費
請
求
書
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
債
権
者
の

あ
つ
て
は
、
旅
費
請
求
書
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
債
権
者
の

た
め
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
資
金
前
渡
、

た
め
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
資
金
前
渡
、

概
算
払
、
前
金
払
、
部
分
払
若
し
く
は
繰
替
払
を
す
る
場
合
、
公
金
の
支
出

概
算
払
、
前
金
払
、
部
分
払
若
し
く
は
繰
替
払
を
す
る
場
合
、
私
人
に
支
出

に
関
す
る
事
務
を
委
託
す
る
場
合
、
第
百
十
条
（
通
則
）
に
規
定
す
る
恩
給

の

事
務
を
委
託
す
る
場
合
、
第
百
十
条
（
通
則
）
に
規
定
す
る
恩
給

等
の
経
費
を
支
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
第
百
三
十
二
条
（
口
座
振
替
に

等
の
経
費
を
支
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
第
百
三
十
二
条
（
口
座
振
替
に

よ
る
支
払
）
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
口
座
振
替
払
に
よ
り
支
出
す
る
場
合

よ
る
支
払
）
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
口
座
振
替
払
に
よ
り
支
出
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
５

略

２
～
５

略

第
二
節

公
金
の
支
出
の
委
託

第
二
節

支
出
事
務
の
私
人
委
託

（
公
金
の
支
出
に
関
す
る
事
務
取
扱
者
の
指
定
）

（
出
納
機
関
と
の
協
議
）

第
百
三
条

第
七
十
二
条
の
規
定
は
、
公
金
の
支
出
に
関
す
る
事
務
に
つ
い

第
百
三
条

支
出
命
令
者
は
、
令
第
百
六
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
私
人
に

て
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す

支
出
の
事
務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
託
金
の
種
類
、
委
託
金
額

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

及
び
当
該
支
出
の
事
務
を
委
託
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い

て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
契
約
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
記
載
し
た

契
約
締
結
伺
に
よ
り
出
納
機
関
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
契
約
）

第
百
四
条

削
除

第
百
四
条

支
出
命
令
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
経
た
と
き
は
、
受

託
者
と
当
該
委
託
事
務
に
つ
い
て
支
出
事
務
委
託
契
約
書
に
よ
り
契
約
を
締

結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
の
交
付
）

（
資
金
の
交
付
）

第
百
五
条

支
出
命
令
者
は
、
支
出
受
託
者
（
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
六

第
百
五
条

支
出
命
令
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
支
出
事
務
の
委
託
契
約
を

第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対

締
結
し
た
と
き
は
、
受
託
者

に
対

し
契
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
資
金
の
交
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
契
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
資
金
の
交
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
出
受
託
者
の
資
金
の
保
管

）

（
受
託
者

の
資
金
の
保
管
及
び
支
払
）
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第
百
六
条

支
出
受
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
資
金
の
交
付
を
受
け
た
と

第
百
六
条

受
託
者

は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
資
金
の
交
付
を
受
け
た
と

き
は
、
速
や
か
に
現
金
出
納
簿
に
記
載
の
う
え
預
金
そ
の
他
の
確
実
な
方
法

き
は
、
直
ち
に

現
金
出
納
簿
に
記
載
の
う
え
預
金
そ
の
他
の
確
実
な
方
法

に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

受
託
者
は
、
債
権
者
に
支
払
い
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
債
権
者
か
ら

領
収
書
を
徴
し
現
金
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
受
託
者
は
、
直
ち
に
現
金
出
納
簿
そ
の
他
関
係
帳
簿
に
記
載
整
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
出
受
託
者
の
資
金
の
支
払
）

（
受
託
者
の
賠
償
責
任
）

第
百
七
条

支
出
受
託
者
は
、
債
権
者
に
現
金
を
交
付
し
た
と
き
は
、
速
や
か

第
百
七
条

受
託
者
は
、
交
付
を
受
け
た
資
金
で
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
亡
失

に
現
金
出
納
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
と
き
は
こ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
の
返
還
）

（
資
金
の
返
還
）

第
百
八
条

支
出
命
令
者
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
資
金

第
百
八
条

支
出
命
令
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
資
金

の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

支
出
受
託
者
か
ら
契
約
解
除
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
。

一

受
託
者

か
ら
契
約
解
除
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
。

二
・
三

略

二
・
三

略

２

支
出
命
令
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
受
託
者
か
ら
資
金
を
返
還
さ

２

支
出
命
令
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
者

か
ら
資
金
を
返
還
さ

せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
百
三
十
八
条
（
返
納
命
令
）
の
規
定
の
例
に
よ

せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
百
三
十
八
条
（
返
納
命
令
）
の
規
定
の
例
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
金
の
精
算
）

（
資
金
の
精
算
）

第
百
九
条

支
出
受
託
者
は
、
そ
の
委
託
事
務
が
完
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に

第
百
九
条

受
託
者

は
、
そ
の
委
託
事
務
が
完
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に

委
託
金
精
算
報
告
書
を
作
成
し
、
そ
の
支
払
に
係
る
債
権
者
の
領
収
書
そ
の

委
託
金
精
算
報
告
書
を
作
成
し
、
そ
の
支
払
に
係
る
債
権
者
の
領
収
書
そ
の

他
の
支
払
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
支
出
命
令
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

他

支
払
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
支
出
命
令
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

２

支
出
命
令
者
は
、
前
項
の
委
託
金
精
算
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き

２

支
出
命
令
者
は
、
前
項
の
委
託
金
精
算
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合

は
、
返
納
金
が
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は
零
精
算
書
兼
精
算
命
令
書
、
返
納
金

は
、
返
納
金
が
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は
零
精
算
書
兼
精
算
命
令
書
、
返
納
金

が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
精
算
書
兼
返
納
命
令
書
を
作
成
し
、
当
該
委
託
金

が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
精
算
書
兼
返
納
命
令
書
を
作
成
し
、
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精
算
報
告
書
を
添
付
し
て
出
納
機
関
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
納
機
関
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
金
の
支
出
の
委
託
に
係
る
支
出
命
令
書
等
の
審
査
）

（
支
出
事
務
の
私
人
委
託
金
の
支
出
命
令
書
等
の
審
査
）

第
百
三
十
七
条

略

第
百
三
十
七
条

略

別
表
第
二
の
二
（
第
五
十
四
条
の
二
関
係
）

別
表
第
二
の
二
（
第
五
十
四
条
の
二
関
係
）

一
～
二
十
四

略

一
～
二
十
四

略

二
十
四
の
二

介
護
保
険
法
関
係
手
数
料
（
登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
、
指

二
十
四
の
二

介
護
保
険
法
関
係
手
数
料
（
登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
、
指

定
試
験
実
施
機
関
又
は
指
定
研
修
実
施
機
関
に
納
め
る
も
の
及
び
公
金
の

定
試
験
実
施
機
関
又
は
指
定
研
修
実
施
機
関
に
納
め
る
も
の
及
び
私
人
に

徴
収
に
関
す
る
事
務
を
委
託
す
る
も
の
を
除
く
。
）

徴
収

を
委
託
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
五
～
二
百
六
十
八

略

二
十
五
～
二
百
六
十
八

略

二
百
六
十
九

道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
（
指
定
講
習
機
関
に
納
め
る
も
の

二
百
六
十
九

道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
（
指
定
講
習
機
関
に
納
め
る
も
の

及
び
公
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
を
委
託
す
る
も
の
を
除
く
。
）

及
び
私
人
に
徴
収

を
委
託
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
百
七
十
か
ら
二
百
七
十
四
ま
で
～
三
百
十
二

略

二
百
七
十
か
ら
二
百
七
十
四
ま
で
～
三
百
十
二

略

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第４号 身分証明書（第７３条）
（表面）

第 号
身 分 証 明 書

所 属

職 氏 名

年 月 日生

５
．

上記の者は、地方自治法第243条の２の２第３項の規定による立入検査を行う職

５

員であることを証明する。

セ
ン

立入検査をすることができる指定公金事務取扱者

チ
メ
ー
ト

年 月 日交付

ル

秋田県知事

９．１センチメートル

（裏面）

地方自治法（抜粋）

（指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務）
第243条の２の２ 指定公金事務取扱者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を
備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければなら
ない。

２ 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第243条の２の４から第243条の２の
６までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務
省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができ
る。

３ 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第243条の２の４から第243条の２の
６までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その
職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類
その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

４ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か
つ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

５ 第３項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな
い。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
九
号
。
次
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
指
定

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
財
務
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

（
公
金
事
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
又
は
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
従
前
の
公
金
事
務
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


